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   定期監査等の結果に関する報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査をいわ

き市監査基準に基づき実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次

のとおり提出します。 

 

１ 監査の対象 

  財政部 

 

２ 監査実施期間 

令和２年８月６日から同年10月23日まで 

 

３ 監査の範囲 

令和２年４月１日から同年６月30日までに執行された財務に関する事務等について、次の項

目が適正かつ効率的に行われているかを監査した。 

⑴ 予算の執行 

⑵ 収入事務 

⑶ 支出事務 

⑷ 契約事務 

⑸ 財産管理事務 

⑹ その他 

 

４ 監査の対象のリスク 

  監査業務を効率的かつ効果的に実施するため、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスク

の内容及び程度を評価した上で、本市においてリスクが高いと評価される事務を選定して監査

した。 

⑴ 随意契約に関する事務 

⑵ 補助金に関する事務 

⑶ 現金（郵便切手等を含む）の保管に関する事務 

⑷ 収納に関する事務 

⑸ 他自治体において、リスクが顕在化した事例等 

 ⑹ 前回指摘した事項 

 ⑺ その他 

 

５ 監査の方法 



部長以下関係職員の出席のもと、あらかじめ提出を求めた資料により、事務事業の概況につ

いて説明を受けるとともに、質問する等により事情聴取を行った。 

また、提出された資料と書類・諸帳簿等を主体として照合し、検討を加え、必要に応じ関係

職員に質問する等の手法により実施した。 

 

６ 監査の結果 

  財務に関する事務等の処理状況は、おおむね法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効

果的に行われていると認められたが、次のとおり一部に改善を要する事項が認められたので、

内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。 

なお、事務処理上留意すべき点で軽易なものについては、口頭で留意又は改善を促した。 
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＜是正改善を要する事項＞ 

 

１ 収入事務 

 

 手数料に係る収入事務において、指定金融機関等への払込みが遅延している例が認めら

れた。 

（施設マネジメント課、資産税課） 

  

 【事例１】施設マネジメント課 土地境界に関する調査証明手数料 

※ 土地境界に関する調査証明手数料として令和２年６月10日（水）に受領した現金につ

いては、市財務規則第49条の３第１項の規定に基づき、遅くとも指定金融機関等の翌営

業日である同月11日（木）までに払い込まなければならないが、同月12日（金）に払い

込まれていた。 

 

 【事例２】資産税課 閲覧手数料 

 ※ 閲覧手数料として令和２年５月１日（金）に受領した現金については、市財務規則第

49条の３第１項の規定に基づき、遅くとも指定金融機関等の翌営業日である同月７日

（木）までに払い込まなければならないが、同月13日（水）に払い込まれていた。 

 

いわき市財務規則 

（収納金の払込み） 

第49条の３ 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに現金等払込書（第

16号様式）に当該現金又は証券を添付して指定金融機関等に払い込まなければならない。た

だし、指定金融機関等の営業時間後又は休日に係るものにあつてはその翌営業日に、出張し

て収納したもの及び天災等の理由によりその日のうちに払い込むことができないものにあつ

ては帰庁の日又はその理由の終了した日（指定金融機関等の営業時間後又は休日に帰庁し、

又はその理由が終了したときはその翌営業日）に直ちにこれを払い込まなければならない。 

２ （略） 
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２ 契約事務（その 1） 

 

契約事務において、地方自治法施行令第167条の２第１項を適用した随意契約に関する

事務が適切になされていない例が認められた。 

（市民税課） 

 

※ 令和２年度市県民税賦課事務委託（パンチ業務）については、予定価格が50万円を超

えていないことから、地方自治法施行令第167条の２第１項第１号（規則で定める金額

以下のもの）を適用した随意契約とするのが適当であるが、同項第２号（性質又は目的

が競争入札に適しないもの）を適用していた。 

また、随意契約の理由として「当該事業者を比較した場合、より適切かつ迅速な業務

処理が可能となる事業者」とされているが、当該相手方以外では契約の目的が達成でき

ない旨の非代替性について抽象的な表現にとどまり、客観的かつ具体的なものとなって

おらず、同項第１号を適用した随意契約とする場合において２人以上の者から見積書を

徴することが困難な理由としても、妥当性を欠いていた。 

 

 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第167条の２ 地方自治法第234条第２項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。 

⑴ 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸

借料の年額又は総額）が別表第５上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額

の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

⑵ 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき。 

⑶～⑼ （略） 

２～４ （略） 

 

別表第５（第167条の２関係） 

⑴ 工事又は製造の請負 
市町村（指定都市を除く。以下

この表において同じ。） 
130万円 

⑵ 財産の買入れ 市町村 80万円 

⑶ 物件の借入れ 市町村 40万円 

⑷ 財産の売払い 市町村 30万円 

⑸ 物件の貸付け  30万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 市町村 50万円 

※ 上記の地方自治法施行令第167条の２第１項第１号の条文中、「別表第５の上欄」とあ

るのは上記の表の左欄を、「同表下欄」とあるのは上記の表の右欄を指す。また、同表

の「都道府県及び指定都市」の部分は省略する。 
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いわき市財務規則 

 （予定価格の限度額） 

 第128条 施行令第167条の２第１項第１号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる

契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

  ⑴ 工事又は製造の請負 130万円 

  ⑵ 財産の買入れ 80万円 

  ⑶ 物件の借入れ 40万円 

  ⑷ 財産の売払い 30万円 

  ⑸ 物件の貸付け 30万円 

  ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

（見積書の徴収） 

 第129条 契約権者は、随意契約に付そうとするときは、なるべく２人以上の者から見積書を

徴さなければならない。ただし、契約の内容により２人以上の者から見積書を徴することが

困難なとき、又はその必要性がないと認めたときは、この限りでない 

 

 

＜参考＞ 

随意契約に関する事務執行のための指針（財政部契約課） 

（抜粋）21～22ページ 

 

 

   ＜地方財務実務提要＞ 

     通常施行令第１号に該当する場合は、それ以外の各号に規定する要件について判断す

る必要はなく、それ以外の各号に基づき随意契約を行う場合は、第１号の規定に基づき

規則で定められた金額を超えるものについて判断する。 

 

 

    【本号の適用にあたって】 

     ○ 本号は、いわゆる「少額随契」といわれるもので、競争入札によった場合の事務

手続きの煩雑性や経費面の問題を解消する観点から、予定価格の少額な契約につい

て、随意契約（第１号）を認めることとしているものです。 

（ 中 略 ） 

     ○ 本号の適用になる場合は、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号以下に適

合するかどうかの判断を要しません。 

       したがって、予定価格が市財務規則128条の各号に定める限度額以下の随意契約

については、すべて本号を適用号とした随意契約となりますので、随意契約及び業

者選定の理由書における適用号は第１号としてください。（以下略） 

 

     ○ なお、次のとおり、市財務規則第128条においても地方自治法施行令第167条の２ 

第１項第１号の規定により契約種類ごとに予定価格の限度額を定めていますので、

確認してください。（以下略） 
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３ 契約事務（その２）       

 

  契約事務において、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱に基づく必要な措置

が講じられていない例が認められた。 

（施設マネジメント課） 

 

 ※ 市有地（普通財産）の売払いに係る契約事務について、いわき市契約等に係る暴力団等の

排除に関する要綱第４条第３項の規定による「契約の締結に当たっては、当該契約の締結後

において、当該契約が『契約等の相手方が排除措置対象者であること』又は『公有財産の売

払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること』のいずれかに

該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中

にその旨を規定する等必要な措置」が講じられていなかった。【類例９件あり】 

 

 

いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 契約等 次に掲げる契約又は指定をいう。 

ア 建設工事又は製造の請負に係る契約 

イ 測量又は設計に係る委託契約 

ウ 工事用原材料の購入に係る契約 

エ 役務の提供に係る委託契約 

オ 物品の購入、借入れ若しくは売払い又は修繕に係る契約 

カ 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約 

キ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する指定管理者の指定 

⑵～⑺ （略） 

（契約等からの暴力団等の排除） 

第３条 その者又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係機関が確認

した契約等の相手方については、次条から第７条までに定めるところにより、市の契約等から

排除するための措置を講ずるものとする。 

⑴ 暴力団等と認められる者 

⑵ 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るために協

力し、又は関与していると認められる者 

⑶ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若し

くは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認められる者 

（契約からの排除措置） 

第４条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札

に参加する者に必要な資格について、前条の規定により市の契約等から排除する措置の対象と

なる者（以下「排除措置対象者」という。）に該当しないことを要件とするものとする。 

２ 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要

がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しないようにする

ものとする。 

３ 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該

当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中にそ

の旨を規定する等必要な措置をとるものとする。 

⑴ 契約等の相手方が排除措置対象者であること。 

⑵ 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。 
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契約等からの暴力団等の排除について（財政部契約課策定） 

（抜粋） 

５ 入札・契約時の事務処理について 

今後において、各部署で入札・契約事務等を行う場合には、仕様説明又は仕様等資料配布時

に、排除措置の対象となる者については入札等に参加できないことを明示（※１）し、また、

契約締結の際には、契約期間中において相手方が暴力団等であることが判明した際の契約解除

条項を契約書に記載（※２）するようにしてください。 

※１ 入札参加排除規定の文言等については、「いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の

資格審査及び指名等の基準に関する要綱」又は「いわき市物品購入等に係る指名競争入札

への参加資格、指名の基準等に関する要綱」の改正後の規定等を参考にしてください。 

※２ 契約解除条項の規定文言等については、「いわき市工事請負契約約款」又は「いわき市

物件供給契約約款」の改正後の規定等を参考にしてください。 
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